
【＜住宅リフォームエキスパート＞ 増改築相談員 】 資格取得研修会のご案内 

｢新規取得」・「更新取得」対象の皆様 

 

主     催      一般社団法人 日本住宅リフォーム産業協会（通称：ジェルコ） 関東甲信越支部 

日     時     ２０２４年８月１日（木） 開始時間は新規・更新により異なります。以下でご確認ください。 

会     場     LIXILショールーム宇都宮 

会 場 所 在 地   栃木県宇都宮市平松本町１２１６－３ 

募     集     ２０名  （※ 満席になり次第、申込みを締め切らせていただきます。） 

申し込み締切日    ２０２４年７月１８日（木）  

受  講  料      【新規】  ジェルコ会員外  ３９，０００円（消費税10%対象35,455円 消費税3,545円） 

ジェルコ会員    ３３，０００円（消費税10%対象30,000円 消費税3,000円）  

【更新･再登録受講料】 

ジェルコ会員外  ２９，０００円（消費税10%対象26,364円 消費税2,636円） 

ジェルコ会員    ２３，０００円（消費税10%対象20,910円 消費税2,090円） 

             （テキスト代、登録料、消費税含む。昼食は各自で準備をお願いします。） 

 

                            

 

 

 

                         

 

 

 

 
 
 

≪受講申し込み要領≫ 

① 「研修会受講申請書兼登録申請書」、顔写真を台紙に貼付した顔写真台紙、研修会受講料のお振込みの確認、 

 受講振替返金のご案内を下記まで郵送にてお申込みください。 

② 申し込み締切日までに受講料を下記口座までお振り込みください。振込手数料は各自にてご負担ください。 

③ お振込みの確認後、受講証（地図、交通アクセスを記入のもの）を受講日一週間前に自宅宛にお送りします。 

  受講証を会場へご持参ください。 

 ※ お申込後にキャンセルされる場合は 事前にご連絡ください。 

 ※ キャンセルにつきましては、別紙の 「キャンセルについて」 をご参照ください。               顔写真例 

 ※ 顔写真は登録カードに使用されますので、以下の注意点をご確認ください。 

          １．枚 数   １枚を顔写真台紙に貼り付けて下さい 

          ２．サイズ  縦４．０ｃｍ×横３．０ｃｍ                                

          ３．仕 様   無帽、無背景、正面上３分の１を写したもの 

写真提出日以前６ヶ月以内に撮影したもの    

                  貼り付ける前に、写真の裏面に氏名、研修受講日、受講地を必ずご記入ください。  

 

 

 

 

                                             

【 新規研修受講対象の皆様 】 

①  受講資格：住宅の新築工事またはリフォーム工事に関する実務経験を５年以上有する方。 

      （営業、経理、総務などは実務経験となりません。ご不明な点はご相談下さい。） 

②  < 研修会スケジュール > 受付： 当日９:００より 講義開始： ９:３０ 終了： １８：３０頃 

 【 更新研修受講対象の皆様 】 

① ご自身の登録証の有効期限をご確認ください。 

② 今回の研修会では、有効期限が２０２５年３月３１日までの方が対象です。 

③ 有効期限を超過している方でも、２年以内の場合は更新研修受講で再登録が可能です。 

④ 期限を２年以上超過している方は、新規の研修受講となりますのでお気を付けください。 

⑤ < 研修会スケジュール > 受付： 当日１４：１５より 講義開始： １４：３０ 終了： １８：３０頃 

 

 

 

4.０ 

3.０ 

受講申込先   一般社団法人 日本住宅リフォーム産業協会 (通称ジェルコ）関東甲信越支部（担当：島村） 

 〒104-0032 東京都中央区八丁堀３－７－１ 宝ビル本館５F 

        TEL ：０３－５５４１－６０５１ 

適格請求書登録番号T9-0100-0500-5927 

 
受講料振込先       三菱ＵＦＪ銀行 八重洲通支店 普通口座 １８０９２６３  

               名義：一般社団法人 日本住宅リフォーム産業協会 関東甲信越支部 

            ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾆﾎﾝｼﾞｭｳﾀｸﾘﾌｫｰﾑｻﾝｷﾞｮｳｷｮｳｶｲ ｶﾝﾄｳｺｳｼﾝｴﾂｼﾌﾞ  

振込金額に差額があった場合は手数料をご

負担願います 

JERCO会員いついてはホームページで確

認が出来ます。 

https://www.jerco.or.jp/ 



住宅の新築工事又はリフォーム工事に関する実務経験が５年以上ある方へ 

 

＜住宅リフォームエキスパート＞増改築相談員」資格の取得をお勧めします！ 

１． リフォーム産業はこれからますます発展します。 

  国は、「ストック重視の住宅政策」として良質な住宅ストックの形成と既存住宅流通リフォーム市場の活性化に

力を入れています。 

２． ＜住宅リフォームエキスパート＞増改築相談員は期待されています。 

  生活者は《安心と安全を実行するリフォーム会社》を探しています。 

  それは公的に認められた方がスタッフになっている会社です。 

３． 公的に認められた方・・・それが【＜住宅リフォームエキスパート＞増改築相談員】です。 

  認定は、公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターが行います。 

  受講資格は住宅建設に関する実務経験が５年以上必要とされております 

   >>>住宅建築の実務経験とは・・・。 

新築住宅の設計、施工、施工管理（共同住宅も可能）、住宅リフォームの設計、施工、施工管理（共同住宅も可能）、住宅

設備機器に関する設計、施工、施工管理（なお、営業、住宅の解体、足場の設置、資材運搬、等は対象外です。） 

＊『＜住宅リフォームエキスパート＞増改築相談員資格はどうすれば取得出来ますか？』 

１．資格取得研修会でテキストを元に受講して頂きます。 

２．受講終了時に 30分間の考査があります。 

３．考査に合格された方が資格取得者として登録され、顔写真入り登録カードが発行されます。 

 

名簿への公開を希望する方は以下の増改築相談員 

登録者名簿に掲載されます。 

                  公益財団法人 住宅ﾘﾌｫｰﾑ・紛争処理支援センターのホームページ 

                                     http://www.refonet.jp/meibo/  

＊『研修会はどのようなものですか？』＝９：３０から１８：２０まで行います。 

① 一般知識編１ ｢総論、相談･工事の進め方｣：６５分 

  ・・・接客方法から相談技術、積算・見積・契約の方法、工事、検査、アフター、保証などを解説 

② 一般知識編２「性能向上リフォーム等」：１２０分 

  ・・・リフォームの公法上の基礎知識、耐震向上、バリアフリー、省エネリフォームを解説 

③ 一般知識編２「住宅の点検と補修」：３０分 

   ・・・点検・補修方法を各部位ごとにみる点検と補修事例、住宅履歴情報などを解説 

④ 一般知識編２「設備のリフォーム等」：２５分 

   ・・・設備リフォームニーズの動向、設備基礎知識、劣化状況把握と配慮事項を解説 

          【以下の内容は更新対象者と共通となります】            

⑤ 最新情報編 「最近のトピック」：４０分 

   ・・・リフォーム市場の動向、リフォームの関連施策や制度などを解説 

⑥ 最新情報編 「関連法規・制度等」：５５分 

   ・・・建築関連法令、住宅にかんするその他の法令、制度などを解説 

⑦ 最新情報編 「関連融資・住宅の税金」：１５分 

   ・・・住宅ローン・リフォームローンの種類、補助金制度、税金の基礎知識などを解説 

⑧ 最新情報編 「トラブル事例とその対応」：４０分 

・・・リフォームの相談状況、トラブル事例とその対応、見積チェックについてなどを解説 

⑨ 「介護保険における住宅改修・実務解説」：３０分 

   ・・・介護保険の対象に住宅改修の工事種別、改修費の支給限度額、申請手続きなどを解説 

 

http://www.refonet.jp/meibo/
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別記様式－８ 

<住宅ﾘﾌｫｰﾑｴｷｽﾊﾟｰﾄ>増改築相談員 研修会受講申込書 兼 登録申請書 
 

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 御中（登録制度運営者） 

一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会    御中（研修会実施者）     受付番号 No．       

※裏面「個人情報の取扱いについて」をよく読み、枠内に記入してください。 

私は、＜住宅ﾘﾌｫｰﾑｴｷｽﾊﾟｰﾄ＞増改築相談員の研修会に申し込むとともに登録を申請します。申請の内容に真実と相違す

ることが判明した場合及び相談等業務にあたり著しく不誠実な行為をした場合には、登録を抹消されても異存ありません。 

（西暦）     年   月   日      申請者氏名（自署）                      

 

 

  

「研修会受講申請書 兼 登録申請書」にご記入いただいた個人情報は、資格登録制度の運営、ホームページ等による登録者名簿の公開、
登録者への資料送付及び統計処理の目的で、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターと研修会実施者で共同利用します。 
下記の個人情報に変更が生じた場合は、速やかに「登録変更届」により申請してください。 

申請区分 
（該当区分に◯） 

新  規 ・ 更  新 ・ 再登録 
登録番号 

※更新・再登録のみ記入 

 

研修会会場 LIXIL ショールーム宇都宮 研修会年月日 (西暦)  2024 年 8 月 1 日 

登 

録 

事 

項 

名簿への 

公開希望 

裏面の「個人情報の取扱い」を確認し、登録者名簿への公開について、次のいずれかに必ず〇をつけてください。 

ａ． 勤務先の公開を希望   ｂ． 自宅の公開を希望   ｃ． 公開を全く希望しない 

フリガナ  旧字等記入欄 

 

 

 

性 別 男  ・  女 

氏 名  
生年月日  

(西暦) 

 

年  月  日 

勤務先 
名称 

 
所属（部課名まで）  

役職名(公開希望の方のみ)  

勤務先 

住所 

〒    － 
 
   

TEL   －   －    

FAX   －   －      

自宅住所 

〒    － 
 
 

  

TEL 
(携帯優先)   －   －      

FAX   －   －       

e-mail                 ＠ 

分
類
表 

(

主
な
も
の 

一
つ
に
○) 

勤務先 
分類 

１．大工 

６．リフォーム専業 

２．工務店 

７．住設機器メーカー 

３．専門工事会社 

８．設計事務所 

４．住宅会社 

９．その他（ 

５．建設会社 

） 

職務分類 １．施工管理  ２．工事監理  ３．施工  ４．企画  ５．設計  ６．積算  ７．その他（          ） 

建築等に関する 
資格 

（保有資格に○） 

１．一級建築士 

５．建築施工管理技士 

９．ｲﾝﾃﾘｱﾌﾟﾗﾝﾅｰ 

２．二級建築士         ３．木造建築士 

６．建築設備士         ７．ﾏﾝｼｮﾝﾘﾌｫｰﾑﾏﾈｼﾞｬｰ 

10．福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 11．ｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

４．マンション管理士 

８．ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

12.その他（         ） 

  
※以下、新規の方のみ記入 

受講資格に係る申請者の実務経歴（住宅に関する５年以上の職務内容がわかるように記入） 

(西暦)年月 年月数 勤務先・部課名 

住宅に関する 業務内容 

新築・ﾘﾌｫｰﾑ 

(該当区分に◯) 

職務分類 

上記 1.～6.の 
該当番号に◯ 

7.その他の職
務内容を記入 
(営業は除く) 

年  月 

～    年  月 年  月 
 

新築・ﾘﾌｫｰﾑ 
１．２．３． 
４．５．６． 

 

年  月 

～    年  月 年  月 
 

新築・ﾘﾌｫｰﾑ 
１．２．３． 
４．５．６． 

 

年  月 

～    年  月 年  月 
 新築・ﾘﾌｫｰﾑ 

１．２．３． 
４．５．６． 

 

年  月 

～    年  月 年  月 
 

新築・ﾘﾌｫｰﾑ 
１．２．３． 
４．５．６． 

 

年  月 

～    年  月 年  月 
 

新築・ﾘﾌｫｰﾑ 
１．２．３． 
４．５．６． 

 

 

 

  

※職務分類 1.～6.の番号を選択 
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別記様式－８裏面 
 

個人情報の取扱いについて 

 

 

表面に記入した個人情報は、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの個人 

情報保護方針に基づき、以下のとおり取り扱います。 

 

 １）個人情報の利用目的 

   資格登録制度の運営、ホームページ等による登録者名簿の公開、登録者への資料送付及び統計

処理の目的で、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターと研修会実施団体で共同利用

します。 

 

 ２）個人情報の第三者への提供 

     リフォームを行う消費者への情報提供を目的とした登録者名簿を作成し、都道府県、市町村等へ

配布するとともに、当財団のホームページにて公開します。公開する情報は、次のとおりです。 

 

    ａ.勤務先の公開を希望する方は、「登録番号、氏名、勤務先(会社)の名称・所属・ 

住所・電話番号、介護保険研修受講の有無」を公開します。 

   

ｂ.自宅の公開を希望する方は、「登録番号、氏名、自宅の住所・電話番号、介護保険 

研修受講の有無」を公開します。 

     

ｃ.公開を全く希望しない方は、当財団への登録はされますが、配布用の登録者名簿や 

ホームページには掲載されません。 

なお、「公開を全く希望しない」を選択した場合でも、消費者等から貴殿が登録者か

どうかの照会があった場合、＜住宅ﾘﾌｫｰﾑｴｷｽﾊﾟｰﾄ＞増改築相談員であるか否かについて

は回答します。 

 

 ３）個人情報の開示請求等への対応 

登録者本人から個人情報の開示、訂正、追加、削除等について申し出があった場合はこれに対応

します。 ただし、市町村合併等の行政による住所変更があった場合は、当財団にて登録情報

を変更させていただくことがあります。 

 

 







  

＜住宅リフォームエキスパート＞増改築相談員 研修会 受講料のお振込の確認 

 

受講料は下記の口座へお振込みください。 

お振込みされない場合はご受講できないことがあります。 

お振込み手数料はご負担ください。 

 

  

 

 

 

お振込みを確認させていただくため、振込明細書（コピー可）、ネット振込の場合は画面を 

印刷したものを下記に添付し申込書と同封してください。 

  

（のり付け） 

 

 受講料の銀行振り込みの控え 貼付欄 
 

※振込完了時に金融機関等から受け取った 

銀行振り込みの控えを貼付してください。 

貼付がない場合、受付手続きを進めることが 

出来ませんのでご注意ください。 

 

※銀行振り込みの控えのサイズが大きい場合は 

 貼付けずに申込書と同封してください。 

 

※ネットバンキングのご利用の場合は 

振込金額が明記された画面等の出力紙を 

同封してください。 

貼付がない場合、受付手続きを進めることが 

出来ませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振込先：三菱ＵＦＪ銀行 八重洲通支店 普通口座 １８０９２６３ 

    口座名義 一般社団法人 日本住宅リフォーム産業協会 関東甲信越支部 

    ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾆﾎﾝｼﾞｭｳﾀｸﾘﾌｫｰﾑｻﾝｷﾞｮｳｷｮｳｶｲ ｶﾝﾄｳｺｳｼﾝｴﾂｼﾌﾞ 

 



 

～研修会キャンセル時の返金先～ 

研修会中止となった場合や、やむを得ない理由でキャンセルする場合のご返金先をご記入ください。 

申込後の受講キャンセルは、通常は振替受講にさせていただいております。 

振替受講ができなかった場合は、ご返金させていただきますので返金口座のご記入をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［重要】  ＜住宅リフォームエキスパート＞増改築相談員研修会キャンセルについて 

受講申込後、やむを得ない理由によりキャンセルされる場合は事務局まで必ずご連絡ください。 

キャンセル規定にかかるお日にちでキャンセルをする場合は、キャンセル料が発生します。 

◇◆新規受講料 39,000円（テキスト代 8,580円、登録料 6,600円、受講料 23,820円）◇◆ 

◇◆更新受講料 2９,000円（テキスト代 3,８５0円、登録料 6,600円、受講料 1８,５５0円）◇◆ 

【キャンセル規定】  

営業日 7日前まで 

 

振替受講可 

追って連絡します 

キャンセル料は発生しません 

6日～2営業日前まで 受講料の 50％ 返金手数料は別途ご負担いただきます 

研修日前日・当日キャンセル、無断欠席 受講料 100% 返金手数料は別途ご負担いただきます 

① テキスト代と登録料はご返金いたします。 

② 天災や交通機関による事情、受講者に感染症の疑いがある場合や感染した場合、研修会開始時刻までにご連絡を 

いただいた方は、医師の診断書等の書類提出を条件に振替受講または全額返金をいたします。 

③ 講師の事情等当会の責による研修会中止の場合は、振替受講または全額返金いたします。 

④ メールでのキャンセル連絡は、メール送信日時で判断いたします。電話でのご連絡は事務局の営業時間内 

（平日 9:00～17:00）のみ受付いたします。 

 

氏    名  携帯番号  

勤務先名称 
 

返金金融機関名  支店名  

口座番号  科目 普通   ・   当座 

口座フリガナ  

口座名義  

ご記入ください 



 - 56 - 

参考様式－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※再登録は、登録期間終了後、期限切れ期間が２年以内の方。 

登録期間終了後、期限切れ期間が２年を超えている方は、 

新規になります。 

 

 

 

 

顔写真貼付台紙 

写真貼付欄 

4cm×3cm 

写真裏面に登録番

号、氏名を必ず明記

してください。 

 

区  分：  新規 ・ 更新 ・ 再登録   
 
（更新・再登録のみ） 

登録番号：                

 

氏   名：                

 

生年月日：（西暦）    年   月   日 

 

実施団体名：一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会 

 

研修会年月日：（西暦）   2024 年 8 月 1 日 

 

受付番号 No.       

・登録証(登録ｶｰﾄﾞ)を作成するために使用します 

・６ヶ月以内のもの  ・脱帽、背景の無いもの 

※ 


